
機械式駐車設備の安全基準のＪＩＳ化

○平成２７年１月より駐車場法に基づく大臣認定制度を開始。登録認証機関（公益社団法人立体駐車場工業会）

が定めた認証基準により安全性を審査。

○平成２８年３月、公益社団法人立体駐車場工業会が認証基準をもとにＪＩＳ原案を作成。日本工業標準調査会の

審議を経て、本日（平成２９年５月２５日）、JIS規格（機械式駐車設備の安全要求事項（JIS B 9991））として制定。

国際標準規格（ISO12100）に対応し、大臣認定制度の整合した安全基準が確立。

○今般のＪＩＳ規格の制定を契機として、わが国の安全で高品質な機械式立体駐車場の海外展開をより一層推進。

<二段・多段方式>

< 大型装置 >

・周囲柵と前面ゲートを設置すること。

・装置内に人が残っていることを検知する

センサーを設置すること。

・装置の使用中に次の利用者が操作でき

ないようにするための暗証番号等の機

能を設けること。

・非常停止ボタンを設置すること。

非常停止ボタン

人感センサー

カメラ、モニター

機械類の安全性を確保するための国際
標準規格（ISO12100）

機械式駐車設備の安全要求事項
（JIS B 9991)

安全要求事項の基本的な考え方 安全要求事項のイメージ

・装置内に人が残っていることを検知する

センサーを設置すること。

・装置内を確認するためのカメラやモニ

ターを設置すること。

・装置の使用中に次の利用者が操作でき

ないようにするための暗証番号等の機

能を設けること。

・非常停止ボタンを設置すること。

機械類の安全性確保のための国際標準規格に対応

非常停止ボタン


